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議案第５５号                平成  年  月  日議決 

   津市いじめ問題対策連絡協議会条例の制定について 

 津市いじめ問題対策連絡協議会条例をここに公布する。 

 平成２６年６月２４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第１４号 

   津市いじめ問題対策連絡協議会条例 

 （設置） 

第１条 本市におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るた 

め、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）第１４条第１項の規 

定に基づき、津市いじめ問題対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を 

置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関

し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図る

ものとする。 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

 関係機関の職員 

 関係団体の代表者 

 学識経験のある者 

 その他教育委員会が必要と認める者 

 （委員の任期等） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

 （会長及び副会長）  
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第５条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

 （意見の聴取等） 

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者等に対し、会議に出席

を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。 

 （庶務） 

第８条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会 

長が会議に諮って定める。 

   附 則 

この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 
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議案第５６号                平成  年  月  日議決   

   津市いじめ対策会議条例の制定について

 津市いじめ対策会議条例をここに公布する。 

 平成２６年６月２４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第１５号 

   津市いじめ対策会議条例 

 （設置） 

第１条 本市におけるいじめの防止等の対策を実効的に行うため、いじめ防止 

対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）第１４条第３ 

項の附属機関として、津市いじめ対策会議（以下「対策会議」という。）を 

置く。 

 （所掌事務） 

第２条 対策会議は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議す

る。 

 いじめの防止等の対策に関する事項 

 法第２４条及び第２８条第１項の規定による調査に関する事項 

 （組織） 

第３条 対策会議は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

 関係機関の職員 

 学識経験のある者 

 その他教育委員会が必要と認める者 

 （委員の任期等） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

 （会長及び副会長）  
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第５条 対策会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 対策会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 対策会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができな

い。 

３ 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （意見の聴取等） 

第７条 対策会議は、必要があると認めるときは、関係者等に対し、会議に出

席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることがで

きる。 

 （庶務） 

第８条 対策会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、

会長が会議に諮って定める。 

   附 則 

この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 
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議案第５７号                平成  年  月  日議決 

   津市いじめ調査委員会条例の制定について 

 津市いじめ調査委員会条例をここに公布する。 

  平成２６年６月２４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第１６号 

津市いじめ調査委員会条例 

（設置） 

第１条 いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。） 

第３０条第２項の規定による調査を適切に行うため、同項の附属機関として、

津市いじめ調査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第２８条第１項の規定による調査の

結果について調査する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

 関係機関の職員 

 学識経験のある者 

 その他市長が必要と認める者 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠
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けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者等に対し、会議に出席

を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 



議案第５８号                平成  年  月  日議決 

   津市支所及び出張所設置条例等の一部の改正について

 津市支所及び出張所設置条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年６月２４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第１７号 

   津市支所及び出張所設置条例等の一部を改正する条例 

 （津市支所及び出張所設置条例の一部改正） 

第１条 津市支所及び出張所設置条例（平成１８年津市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

第３条の表津市高野尾出張所の項中「高野尾町」の次に「、豊が丘一丁目、

豊が丘二丁目、豊が丘三丁目、豊が丘四丁目、豊が丘五丁目」を加える。 

 （津市会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 津市会館の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第８４号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条の表津市豊が丘会館の項中「高野尾町３００６番地４２９」を「豊

が丘二丁目１番１号」に改める。 

 （津市立学校設置条例の一部改正） 

第３条 津市立学校設置条例（平成１８年津市条例第２３２号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第１号の表中「高野尾町３２１４番地１」を「豊が丘二丁目３４番

１号」に改める。 

 （津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正） 

第４条 津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（平成１８年津市条例

第２５５号）の一部を次のように改正する。 

  第４条の表津市北消防署の項中「高野尾町」の次に「、豊が丘一丁目、豊

が丘二丁目、豊が丘三丁目、豊が丘四丁目、豊が丘五丁目」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年６月３０日から施行する。 
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議案第５９号                平成  年  月  日議決 

   津市市税条例等の一部の改正について

 津市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年６月２４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第１８号 

   津市市税条例等の一部を改正する条例 

 （津市市税条例の一部改正） 

第１条 津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）の一部を次のように改

正する。 

  第２３条第２項中「外国法人」を「法の施行地に本店又は主たる事務所若

しくは事業所を有しない法人（以下この節において「外国法人」という。）」

に、「その事業が行われる場所で地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５

号。以下「令」という。）第４６条の４に規定する場所をもって」を「恒久

的施設（法人税法第２条第１２号の１８に規定する恒久的施設をいう。）を

もって、」に改め、同条第３項中「令」を「地方税法施行令（昭和２５年政

令第２４５号。以下「令」という。）」に改める。 

  第３３条第５項中「第２３条第１項第１６号」を「第２３条第１項第１７

号」に改める。 

  第３４条の４中「１００分の１３．５」を「１００分の１０．９」に改め

る。 

  第３４条の４の２第１項中「１３．５分の１．２」を「１０．９分の１．

２」に改める。 

 第４８条第２項中「施行地に」の次に「本店若しくは」を加え、「、法の

施行地外にその源泉がある所得について」を削り、同条第５項中「第７４条

第１項」の次に「又は第１４４条の６第１項」を加え、「第１４５条」を

「第１４４条の８」に改める。 

 第５２条第１項中「第７４条第１項」の次に「又は第１４４条の６第１項」

を加える。 

 第５７条及び第５９条中「第１０号の７」を「第１０号の９」に改める。 
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 第８２条第１号ア中「１，０００円」を「２，０００円」に改め、同号イ

中「１，２００円」を「２，０００円」に改め、同号ウ中「１，６００円」

を「２，４００円」に改め、同号エ中「２，５００円」を「３，７００円」

に改め、同条第２号を次のように改める。 

 軽自動車及び小型特殊自動車 

 ア 軽自動車 

二輪のもの（側車付のものを含む。） 年額  ３，６００円 

   三輪のもの 年額  ３，９００円 

   四輪以上のもの 

    乗用のもの 

     営業用 年額  ６，９００円 

     自家用 年額 １０，８００円 

    貨物用のもの 

     営業用 年額  ３，８００円 

     自家用 年額  ５，０００円 

 イ 小型特殊自動車 

   農耕作業用のもの 年額  ２，４００円 

   その他のもの   年額  ５，９００円 

  第８２条第３号中「４，０００円」を「６，０００円」に改める。 

  附則第４条の２中「第４０条第３項後段（同条第６項から第１０項まで」

の次に「及び第１１項（同条第１２項において準用する場合を含む。以下こ

の条において同じ。）」を加え、「同法第４０条第３項」を「同条第３項」

に、「公益法人等（同条第６項から第１０項まで」を「公益法人等（同条第

６項から第１１項まで」に、「租税特別措置法第４０条第６項から第１０項

まで」を「同法第４０条第６項から第１１項まで」に改める。 

  附則第６条を次のように改める。 

 第６条 削除 

  附則第６条の２及び第６条の３を削る。 

  附則第８条第１項中「平成２７年度」を「平成３０年度」に改める。 

  附則第１０条の２を次のように改める。 

  （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 法附則第１５条第２項第１号に規定する条例で定める割合は

３分の１とする。 
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 ２ 法附則第１５条第２項第２号に規定する条例で定める割合は２分の１と

する。 

 ３ 法附則第１５条第２項第３号に規定する条例で定める割合は２分の１と

する。 

 ４ 法附則第１５条第２項第６号に規定する条例で定める割合は４分の３と

する。  

 ５ 法附則第１５条第３７項に規定する条例で定める割合は３分の２とする。 

 ６ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は３分の２とする。 

  附則第１０条の３に次の１項を加える。 

 ９ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物

の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附

則第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附

則第１２条第２４項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

 家屋の建築年月日及び登記年月日 

 耐震改修が完了した年月日 

 施行規則附則第７条第１１項に規定する補助の算定の基礎となった当

該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合

には、３月以内に提出することができなかった理由 

  附則第１６条を次のように改める。 

  （軽自動車税の税率の特例） 

 第１６条 法附則第３０条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当

該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両

番号の指定を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後

の年度分の軽自動車税に係る第８２条の規定の適用については、当分の間、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 
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第８２条第２号ア ３，９００円 ４，６００円 

６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

  附則第１７条の２第１項及び第２項中「平成２６年度」を「平成２９年度」

に改める。 

  附則第１９条第１項中「第３３条及び第３４条の３」を「第３３条第１項

及び第２項並びに第３４条の３」に改める。 

  附則第１９条の２第２項中「租税特別措置法」」を「第３７条の１０第１

項」」に、「租税特別措置法第３７条の１１第６項の規定により読み替えて

準用される同法」を「第３７条の１１第１項」に改める。 

  附則第１９条の３第２項中「同法第３７条の１１の３第２項に規定する上

場株式等」を「株式等」に改め、「したものと」の次に「、同項第２号に掲

げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあった非課税口座内上場株式

等を取得した市民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若

しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式

等と同一銘柄の株式等を取得したものと」を加える。 

  附則第２１条を次のように改める。 

 第２１条 第５６条の規定は、法第３４８条第２項第９号、第９号の２又は

第１２号の固定資産について法附則第４１条第３項の規定の適用を受けよ

うとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合にお 

いて、第５６条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、

「法附則第４１条第３項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」

と読み替えるものとする。 

  附則第２１条の２中「附則第４１条第１５項各号」を「附則第４１条第９

項各号」に改め、同条第１号及び第２号中「附則第４１条第１５項」を「附

則第４１条第９項」に改める。 

  附則第２１条の３から第２１条の５までを削り、附則第２１条の６を附則

第２１条の３とする。 

  附則第２６条中「第１２項、第１６項から第２４項まで、第２６項、第２

７項、第２９項、第３３項、第３７項若しくは第３８項」を「第１１項、第
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１５項から第２２項まで、第２４項、第２６項、第３０項、第３４項、第３

５項若しくは第４０項」に改める。 

 （津市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 津市市税条例の一部を改正する条例（平成２５年津市条例第３８号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中津市市税条例附則第２０条の４の改正規定の次に次のように加え

る。 

附則第２１条の２中「附則第４１条第９項各号」を「附則第４１条第８項

各号」に改め、同条第１号及び第２号中「附則第４１条第９項」を「附則第

４１条第８項」に改める。 

第２条中津市市税条例附則第６条第４項及び第６条の２第４項の改正規定

を削る。 

附則第１条第４号を次のように改める。 

 第１条中津市市税条例附則第２１条の２の改正規定及び第２条（附則

第２０条の４第５項第３号の改正規定中「に係る」の次に「利子所得の

金額又は」を加える部分に限る。）並びに附則第３条第１項の規定 平

成２８年１月１日 

  附則第１条第６号中「第２条」の次に「（附則第２０条の４第５項第３号 

の改正規定中「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える部分を除く。）」

を加える。 

  附則第３条第１項中「旧租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正す

る法律（平成２５年法律第５号）第８条の規定による改正前の租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。  

 第１条中津市市税条例第３４条の４及び第３４条の４の２第１項の改正

規定並びに次条第８項の規定 平成２６年１０月１日 

 第１条中津市市税条例附則第４条の２及び第１９条の３第２項の改正規

定並びに同条例附則第２１条の３から第２１条の５までを削り、附則第２

１条の６を附則第２１条の３とする改正規定並びに次条第２項及び第３項

の規定 平成２７年１月１日 
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 第１条中津市市税条例第８２条の改正規定並びに附則第４条及び第６条

（第１条の規定による改正後の津市市税条例（以下「新条例」という。）

附則第１６条に係る部分を除く。）の規定 平成２７年４月１日 

 第１条中津市市税条例第３３条第５項の改正規定及び次条第４項の規定 

平成２８年１月１日 

 第１条中津市市税条例第２３条、第４８条及び第５２条第１項の改正規

定並びに同条例附則第１６条の改正規定並びに次条第７項、附則第５条及

び第６条（新条例附則第１６条に係る部分に限る。）の規定 平成２８年

４月１日 

 第１条中津市市税条例附則第１９条第１項及び第１９条の２第２項の改

正規定並びに次条第５項及び第６項の規定 平成２９年１月１日 

 第１条中津市市税条例第５７条及び第５９条の改正規定 子ども・子育

て支援法（平成２４年法律第６５号）の施行の日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する

部分は、平成２６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２

５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第４条の２の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成２６年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

３ 新条例附則第１９条の３第２項の規定は、平成２７年度以後の年度分の個

人の市民税について適用する。 

４ 新条例第３３条第５項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

５ 新条例附則第１９条第１項の規定は、平成２９年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、平成２８年度分までの個人の市民税については、な

お従前の例による。 

６ 新条例附則第１９条の２第２項の規定は、平成２９年度以後の年度分の個

人の市民税について適用する。 

７ 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、

前条第５号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民

税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、
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同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業

年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

８ 新条例第３４条の４及び第３４条の４の２第１項の規定は、前条第１号に

掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以

後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始

した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人

の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、平成２６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２５年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１０条の２第１項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得

された地方税法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第４号）第１条の

規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「新法」と

いう。）附則第１５条第２項第１号に規定する施設又は設備に対して課すべ

き平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例附則第１０条の２第２項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得

された新法附則第１５条第２項第２号に規定する施設又は設備に対して課す

べき平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例附則第１０条の２第３項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得

された新法附則第１５条第２項第３号に規定する施設又は設備に対して課す

べき平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第１０条の２第５項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得

された新法附則第１５条第３７項に規定する設備に対して課すべき平成２７

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例附則第１０条の２第６項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得

された新法附則第１５条第３８項に規定する機器に対して課すべき平成２７

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

７ 新条例附則第１０条の３第９項の規定は、平成２６年４月１日以後に耐震

改修が行われた同項に規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成２７

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第８２条の規定は、平成２７年度以後の年度分の軽自動車税に
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ついて適用し、平成２６年度分までの軽自動車税については、なお従前の例

による。 

第５条 新条例附則第１６条の規定は、平成２８年度以後の年度分の軽自動車

税について適用する。 

２ 平成１５年１０月１４日前に初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１

８５号）第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上

の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第１６条の規定の適

用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の１

２月」とする。 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税に係る新条例第８２条及び新条例附則第１６条の規定の適用につ

いては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

新条例第８２条第２号

ア 

３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

新条例附則第１６条の

表以外の部分 

第８２条 津市市税条例等の一部

を改正する条例（平成

２６年津市条例第１８

号。以下この条におい

て「平成２６年改正条

例」という。）附則第

６条の規定により読み

替えて適用される第８

２条 

新条例附則第１６条の

表第８２条第２号アの

項 

第８２条第２号ア 平成２６年改正条例附

則第６条の規定により

読み替えて適用される

第８２条第２号ア 
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３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第７条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成２６年度以後の年度

分の都市計画税について適用し、平成２５年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平

成２６年法律第３９号）の施行の日の前日までの間における新条例附則第２

６条の規定の適用については、同条中「、第３５項若しくは第４０項」とあ

るのは、「若しくは第３５項」とする。 
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議案第６０号                平成  年  月  日議決 

   津市アストプラザの設置及び管理等に関する条例の一部の改正に 

   ついて

 津市アストプラザの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成２６年６月２４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第１９号

   津市アストプラザの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例 

 津市アストプラザの設置及び管理等に関する条例（平成１８年津市条例第８

５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３中 

「 
会議室３ 営利又は宣 

伝を目的と 

する場合 

4,000 4,800 4,800 8,800 9,600 13,600

その他の場 

合 

2,000 2,400 2,400 4,400 4,800 6,800

」 

を 

会議室３ 営利又は宣 

伝を目的と 

する場合 

4,000 4,800 4,800 8,800 9,600 13,600

その他の場 

合 

2,000 2,400 2,400 4,400 4,800 6,800

会議室４ 営利又は宣 

伝を目的と 

する場合 

4,000 4,800 4,800 8,800 9,600 13,600

その他の場 

合 

2,000 2,400 2,400 4,400 4,800 6,800

「 

」 

に 
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改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年８月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

同年７月１日から施行する。 

２ 会議室４の使用に係る手続については、この条例の施行の日前においても

行うことができる。 
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議案第６１号                平成  年  月  日議決 

   津市火災予防条例の一部の改正について

 津市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年６月２４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第２０号 

   津市火災予防条例の一部を改正する条例 

 津市火災予防条例（平成１８年津市条例第２６０号）の一部を次のように改

正する。 

 目次中 

「第５章 避難管理（第３５条―第４２条）」を 

「第５章 避難管理（第３５条―第４２条） 

 第５章の２ 屋外催しに係る防火管理（第４２条の２・第４２条の３） 

改める。 

 第１８条第１項第９号の次に次の１号を加える。 

  の２ 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに

際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。 

 第１９条第２項中「第９号」を「第９号の２」に改める。 

 第２１条第２項及び第２２条中「及び第９号」を「、第９号及び第９号の２」

に改める。 

 第５章の次に次の１章を加える。 

   第５章の２ 屋外催しに係る防火管理 

（指定催しの指定） 

第４２条の２ 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する

屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当す

るもので、対象火気器具等（令第５条の２第１項に規定する対象火気器具等

をいう。以下同じ。）の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に

特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定

しなければならない。 

２ 消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらか

に  
」  
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じめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該

催しを主催する者から指定の求めがあったときは、この限りでない。 

３ 消防長は、第１項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその

旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならな

い。 

 （屋外催しに係る防火管理） 

第４２条の３ 前条第１項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたと

きは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の１４日前ま

でに（当該指定催しを開催する日の１４日前の日以後に同項の指定を受けた

場合にあっては、防火担当者を定めた後遅滞なく）次に掲げる火災予防上必

要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わ

せなければならない。 

 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。 

 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。 

 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これ

らに類するもの（第４５条において「露店等」という。）及び客席の火災

予防上安全な配置に関すること。 

 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。 

 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する

こと。  

 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。 

２ 前条第１項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の１４

日前までに（当該指定催しを開催する日の１４日前の日以後に同項の指定を

受けた場合にあっては、消防長が定める日までに）、前項の規定による計画

を消防長に提出しなければならない。 

 第４５条に次の１号を加える。 

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し

て行う露店等の開設（対象火気器具等を使用する場合に限る。） 

 第４９条に次の１号を加える。 

 第４２条の３第２項の規定に違反して同条第１項に規定する火災予防上

必要な業務に関する計画を提出しなかった者 

第５０条中「法人の代表者」を「法人（法人でない団体で代表者又は管理人 

の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理
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人」に、「各本条に係る罰金刑」を「、同条の刑」に改め、同条ただし書を削

り、同条に次の１項を加える。 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又

は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被

告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

附 則 

１ この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 

２ 改正後の第４２条の２及び第４２条の３の規定は、この条例の施行の日か

ら起算して１４日を経過する日までに終了する催しについては、適用しない。 



津市アストプラザ内アストホール等に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  平成２６年６月２６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３３号 

   津市アストプラザ内アストホール等に関する規則の一部を改正する規則 

 津市アストプラザ内アストホール等に関する規則（平成１８年津市規則第５

５号）の一部を次のように改正する。 

 第１号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 

「 

 第２号様式（表）中 

「 

「 

 第３号様式から第５号様式までの規定中「あて先」を「宛先」に、 

「 

「 

附 則 

 この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 

ギャラリー１ ギャラリー２ 会議室１ 会議室２ 会議室

３ レクリエーション室 スタジオ 
を

」

ギャラリー１ ギャラリー２ 会議室１ 会議室２ 会議室

３ 会議室４ レクリエーション室 スタジオ 
」

に改める。 

ギャラリー１ ギャラリー２ 会議室１ 会議室２ 会議室

３ レクリエーション室 スタジオ 
」

を

ギャラリー１ ギャラリー２ 会議室１ 会議室２ 会議室

３ 会議室４ レクリエーション室 スタジオ 
」

に改める。 

ギャラリー１ ギャラリー２ 会議室１ 会議室２ 会議室

３ レクリエーション室 スタジオ 
」

を

ギャラリー１ ギャラリー２ 会議室１ 会議室２ 会議室

３ 会議室４ レクリエーション室 スタジオ 
」

に改める。 



津市消防法等施行取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年６月２６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３４号 

津市消防法等施行取扱規則の一部を改正する規則 

津市消防法等施行取扱規則（平成１８年津市規則第２２９号）の一部を次の 

ように改正する。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（火災予防上必要な業務に関する計画の提出） 

第９条の２ 条例第４２条の３第２項の規定による提出は、火災予防上必要な 

業務に関する計画提出書（第６号様式の２）２部に、それぞれ計画書を添付 

して行わなければならない。 

第１２条中「の届出」を「の規定による届出」に、「及び第４号」を「から 

第５号まで」に改め、同条に次の１号を加える。 

 第６号の行為 第１６号様式の２ 

 第６号様式の次に次の１様式を加える。 



第６号様式の２（第９条の２関係） 

火災予防上必要な業務に関する計画提出書 

年  月  日

（宛先）津市消防長 

届出者

    （〒     ） 

住 所 

（電話     ）

氏 名（法人の場合は、名称及び代表者） 

○印
防火担当者 

    （〒     ） 

住 所 

（電話     ）

氏 名               ○印  

別添のとおり火災予防上必要な業務に関する計画書を提出します。 

指 定 催 し の

開 催 場 所

指 定 催 し の 名 称

開 催 期 間 
  年  月  日から

  年  月  日まで
開 催 時 間

開始   時   分 

終了   時   分 

１ 日 当 た り の

人 出 予 想 人 員
露 店 等 の 数

使 用 火 気 等
′コンロ等の火を使用する器具  ′ガソリン等の危険物  

′その他（        ） 

そ の 他 必 要 事 項

※ 受    付    欄 ※ 経    過    欄 

 備考 

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ ′印のある欄には、該当の′印にレを付けること。 

３ ※印の欄は、記入しないこと。 



 第１６号様式の次に次の１様式を加える。 



第１６号様式の２（第１２条関係） 

露 店 等 の 開 設 届 出 書 

年  月  日

（宛先）津市消防長 

届出者

    （〒     ） 

住 所 

（電話     ）

氏 名              ○印  

開 設 期 間 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
営 業 時 間 

開始   時   分 

終了   時   分 

開 設 場 所

催 し の 名 称  

開 設 店 数 
消 火 器 の

設 置 本 数

現場責任者氏名                （電話        ） 

※ 受    付    欄 ※ 経    過    欄 

 備考 

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

  ２ 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を

記入すること。 

３ 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付すること。 

４ ※印の欄は、記入しないこと。



   附 則 

この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 



津市告示第１４７号 

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。 

  平成２６年６月１６日 

                 津市長 前 葉 泰 幸   

指定した工事店 

工 事 店 名 所   在   地 指  定  期  間 

津設備 
津市久居一色町 

４４１番地８ 

平成２６年６月１５日から 

平成３０年３月３１日まで 

尾上管工業 
松阪市射和町 

５０４番地１ 

平成２６年６月１５日から 

平成３０年３月３１日まで 



津市告示第１４８号 

 下記の者の配当計算書（謄本）及び充当通知書は、あてどころ不明のため、

送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達す

る。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年６月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○○○○○ ○○○

○○ 

督促状（平成２４年度軽

自動車税、平成２４年度

市県民税第２・３・４期、

平成２５年度市県民税

２・３・４期） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１４９号 

 下記の者の配当計算書（謄本）及び充当通知書は、あてどころ不明のため、

送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達す

る。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年６月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ 

○○ ○○○○○○

○ ○○○○○ 

督促状（平成２５年度市

県民税第３・４期） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１５０号 

 下記の者の市民税・県民税督促状は、住所居所不明のため、送達することが

できないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年６月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ 

○ ○  ○ ○ ○ ○ ○

○○○○ ○○○○

○○○○ 

差押調書（謄本）、配当

通知書（謄本）及び充当

通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１５１号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項の規定に基づき撤去

し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

 平成２６年６月１９日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年 ６月 ２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月 ４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月 ６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月 ６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月１０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月１２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月１３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月１３日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１５２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年６月２０日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 ３３６８ 納所北河路町第１号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市北河路町字垣内 557 番 1 地先 

から 

津市北河路町字垣内 587 番 2 地先 

まで 

旧 4.0～8.0 221.9 

津市北河路町字垣内 557 番 1 地先 

から 

津市北河路町字垣内 587 番 2 地先 

まで 

新 8.5～8.5 221.9 



２ 路線名 ３５６１ 西千里８号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市河芸町西千里字里 1553 番 2 地先 

から 

津市河芸町西千里字里 1555 番地先 

まで 

旧 1.8～2.1 26.0 

津市河芸町西千里字里 1553 番 2 地先 

から 

津市河芸町西千里字里 1555 番地先 

まで 

新 1.8～2.1 26.0 

津市河芸町西千里字里 1553 番 2 地先 

から 

津市河芸町西千里字里 1549 番 1 地先 

まで 

新 1.8～14.0 95.2 

３ 路線名 ３１８２ 野田岩井戸線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町二本木字中野田 3900 番 1

地先から 

津市白山町二本木字中野田 4015 番 1

地先まで 

旧 2.5～5.8 180.3 

津市白山町二本木字中野田 3900 番 1

地先から 

津市白山町二本木字中野田 4015 番 1

地先まで 

新 2.5～7.5 168.6 



津市告示第１５３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年６月２０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

３３６８ 
納所北河路町第１号

線 

津市北河路町字垣内 557 番

1 地先から 平成２６年 

津市北河路町字垣内 587 番

2 地先まで 

６月２０日 

７０５９ 元町孝行井戸線 

津市高茶屋小森上野町字大

新田 1355 番 1 地先から 平成２６年 

津市高茶屋小森上野町字大

新田 1362 番 1 地先まで 

６月２０日 

３１８２ 野田岩井戸線 

津市白山町二本木字中野田

3900 番 1 地先から 平成２６年 

津市白山町二本木字中野田

4015 番 1 地先まで 

６月２０日 



津市告示第１５４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年６月２０日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 ３００１ 八十刈線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町三ケ野字八十刈 4185 番地

先から 

津市白山町三ケ野字八十刈 4264 番 1

地先まで 

旧 1.6～4.0 386.5 

津市白山町三ケ野字八十刈 4185 番地

先から 

津市白山町三ケ野字八十刈 4264 番 1

地先まで 

新 6.0～6.0 386.5 



２ 路線名 ３００２ 八十刈池谷線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町三ケ野字八十刈 4227 番地

先から 

津市白山町三ケ野字池谷 4704 番地先

まで 

旧 1.5～5.0 844.9 

津市白山町三ケ野字八十刈 4227 番地

先から 

津市白山町三ケ野字八十刈 4227 番地

先まで 

新 1.6～6.0 173.1 

津市白山町三ケ野字池谷 4706 番地先

から 

津市白山町三ケ野字池谷 4704 番地先

まで 

新 1.8～5.0 121.4 

３ 路線名 ３００３ 親ノ垣内池谷線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町三ケ野字親ノ垣内 3783 番

3 地先から 

津市白山町三ケ野字池谷 4722 番地先

まで 

旧 1.1～9.0 1307.8 

津市白山町三ケ野字親ノ垣内 3783 番

3 地先から 

津市白山町三ケ野字越後谷 3828 番地

先から 

新 1.6～17.0 275.9 

津市白山町三ケ野字池谷 4722 番地先

から 

津市白山町三ケ野字池谷 4704 番地先

まで 

新 2.0～2.5 52.2 



４ 路線名 ３００９ 北谷葛谷線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町三ケ野字北谷 3338 番 4 地

先から 

津市白山町三ケ野字池谷 3218 番 2 地

先まで 

旧 1.1～5.5 2069.2 

津市白山町三ケ野字北谷 3338 番 4 地

先から 

津市白山町三ケ野字栗ノ木廣 3135 番

地先まで 

新 1.5～5.5 1301.8 

５ 路線名 ３０１２ 桜垣内線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町三ケ野字桜垣内 3069 番地

先から 

津市白山町三ケ野字桜垣内 3086 番地

先まで 

旧 1.2～3.9 371.5 

津市白山町三ケ野字桜垣内 3069 番地

先から 

津市白山町三ケ野字桜垣内 3086 番地

先まで 

新 1.5～1.9 111.3 



６ 路線名 ３３１７ 親保東谷線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町佐田字東大谷 2106 番地先

から 

津市白山町三ケ野字親ノ垣内 3922 番

地先まで 

旧 1.3～2.3 1093.6 

津市白山町佐田字東大谷 2106 番地先

から 

津市白山町佐田字東大谷 2106 番地先

まで 

新 1.5～1.5 30.0 

津市白山町三ケ野字雨越 4027 番地先

から 

津市白山町三ケ野字桜垣内 3086 番地

先まで 

新 2.0～2.3 603.3 

７ 路線名 ４１２２ 奥佐田三ケ野線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町佐田字東大谷 2127 番 19

地先から 

津市白山町三ケ野字杉谷 4097 番地先

まで 

旧 1.3～9.0 1171.9 

津市白山町佐田字東大谷 2127 番 19

地先から 

津市白山町三ケ野字木ノ木谷 4156 番

地先まで 

新 4.0～9.5 426.6 

津市白山町三ケ野字木ノ木谷 4156 番

地先から 

津市白山町三ケ野字杉谷 4097 番地先

まで 

新 1.8～1.8 173.1 



津市告示第１５５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年６月２０日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 １００１ 勝平線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市美杉町竹原字見栗 3920 番 106 地

先から 

津市美杉町竹原字見栗 3920 番 38 地

先まで 

旧 2.5～7.6 1260.2 

津市美杉町竹原字見栗 3920 番 97 地

先から 

津市美杉町竹原字見栗 3920 番 114 地

先まで 

新 2.8～3.3 366.0 

２ 路線名 １００３ 見栗２号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市美杉町竹原字見栗 3920 番 52 地

先から 

津市美杉町竹原字見栗 3920 番 48 地

先まで 

旧 2.4～2.9 276.0 

津市美杉町竹原字見栗 3920 番 52 地

先から 

津市美杉町竹原字見栗 3920 番 50 地

先まで 

新 2.6～2.6 50.0 



３ 路線名 １００４ 見栗３号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市美杉町竹原字見栗 3920 番 65 地

先から 

津市美杉町竹原字見栗 3957 番地先ま

で 

旧 1.5～1.5 78.0 

津市美杉町竹原字見栗 3920 番 65 地

先から 

津市美杉町竹原字見栗 3920 番 65 地

先まで 

新 1.5～1.5 40.0 



津市告示第１５６号 

 下記の者の市民税・県民税督促状は、住所居所不明のため、送達することが

できないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年６月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○ ○○ ○○○ 平成２５年度市民税・県

民税督促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１５７号 

平成２６年度における一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率及び後期高

齢者支援金等賦課額の保険料率並びに介護納付金賦課被保険者に係る介護納付

金賦課額の保険料率について、津市国民健康保険条例（平成１８年津市条例第

１３４号）第１２条第１項、第１６条の５第１項及び第２０条第１項の規定に

基づき次のとおり決定したので、同条例第１２条第３項、第１６条の５第３項

及び第２０条第３項の規定により告示する。 

  平成２６年６月２３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

1 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率 

（1）所得割 １００分の７.１ 

（2）被保険者均等割 一般被保険者１人につき２７，０００円 

（3）世帯別平等割 １世帯につき２０，０００円 

２ 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

（1）所得割 １００分の２.０ 

（2）被保険者均等割 一般被保険者１人につき７，７００円 

（3）世帯別平等割 １世帯につき５，８００円 

３ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率 

（1）所得割 １００分の１.８ 

（2）被保険者均等割 一般被保険者１人につき８，８００円 

（3）世帯別平等割 １世帯につき５，０００円 



津市告示第１５８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第１７３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２６年６月２３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  杜の街アカシアの丘自治会 

  三重県津市河芸町杜の街二丁目２３番地１３ 

代表者 坂口 能一 

２ 変更に係る事項 

  代表者の住所及び氏名 

変 更 前 三重県津市河芸町杜の街二丁目２５番地４ 

松村 航太 

変 更 後 三重県津市河芸町杜の街二丁目２３番地１３ 

坂口 能一 

３ 変更の理由 

任期満了により、平成２６年４月１日新任のため。 

４ 変更年月日 

  平成２６年４月１日 



津市告示第１５９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年河芸町告示第１３４２号で認可した地縁による団体から告示さ

れた事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

 平成２６年６月２３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  杜の街くすのきの丘自治会 

  三重県津市河芸町杜の街一丁目８番地７ 

代表者 岡本 大二郎 

２ 変更に係る事項 

  代表者の住所及び氏名 

変 更 前 三重県津市河芸町杜の街一丁目６番地７ 

平川 毅 

変 更 後 三重県津市河芸町杜の街一丁目８番地７ 

岡本 大二郎 

３ 変更の理由 

任期満了により、平成２６年４月６日新任のため。 

４ 変更年月日 

  平成２６年４月６日 



津市告示第１６０号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年美杉村告示第６４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２６年６月２５日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  老ケ野地区

  三重県津市美杉町八知８２４３番地

  代表者 瀧 本 宗 雄

２ 変更に係る事項

(1) 代表者の氏名及び住所

変 更 前
藤田 義明

三重県津市美杉町八知８２９５番地

変 更 後
瀧本 宗雄

三重県津市美杉町八知８２８３番地３

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２６年４月２０日から新任



津市告示第１６１号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年美杉村告示第８６号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２６年６月２５日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  竹原区

  三重県津市美杉町竹原２７７７番地

  代表者 日 高  晃

２ 変更に係る事項

(1) 代表者の氏名及び住所

変 更 前
奥谷 正義

三重県津市美杉町竹原２５６９番地

変 更 後
日高  晃

三重県津市美杉町竹原２６８９番地

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２６年５月２２日から新任



津市告示第１６２号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年美杉村告示第８４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２６年６月２５日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  伊勢地区

  三重県津市美杉町石名原１６８１番地

  代表者 中 子 敏 彌

２ 変更に係る事項

(1) 代表者の氏名及び住所

変 更 前
境 敦史

三重県津市美杉町石名原８７２番地

変 更 後
中子 敏彌

三重県津市美杉町石名原３６７番地２

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２６年５月２１日から新任



津市告示第１６３号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第２２２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２６年６月２５日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  下多気区

  三重県津市美杉町下多気２５８６番地６

  代表者 小 田 大 一

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変 更 前 黒田 信也

三重県津市美杉町下多気１４４８番地

変 更 後 小田 大一

三重県津市美杉町下多気２１３０番地

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２６年４月２５日から新任



津市告示第１６４号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年美杉村告示第７２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２６年６月２５日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  新堂地区

  三重県津市美杉町八知５５５２番地

  代表者 今 井 正 孝

２ 変更に係る事項

(１)代表者の氏名及び住所

変更前
山本 実

三重県津市美杉町八知６０９８番地

変更後
今井 正孝

三重県津市美杉町八知５３１８番地

３ 変更の理由及び年月日

通常総会において、平成２６年６月１日から新任



津市告示第１６５号  

 下記の者の平成２５年度国民健康保険料督促状は、住所居所不明のため、送

達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）第７

８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規

定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年６月２５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○○○○○○○

○ 
○○ ○○○ 平成２５年度督促状

○○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○○○ 
○○ ○○ 平成２５年度督促状

○○ 
○○○○○○○ ○○○

○○○ 
平成２５年度督促状



津市告示第１６６号

 災害対策基本法（昭和３６年１１月１５日法律第２２３号）第４９条の７第

２項の規定に基づき、下記の施設を指定避難所として、追加指定しましたので、

告示する。

  平成２６年６月２５日

津市長 前 葉 泰 幸

番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ 

学校法人セントヨゼフ女

子学園（第一体育館・第二

体育館） 

半田１３３０ ６２０



津市告示第１６７号 

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。 

  平成２６年６月３０日 

                 津市長 前 葉 泰 幸   

指定した工事店 

工 事 店 名 所   在   地 指  定  期  間 

株式会社 

山口産業 

津市一志町高野 

２６０８番地２ 

平成２６年７月 １日から 

平成３０年３月３１日まで 



津市告示第１６８号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条例第２

１９号）第５条の規定に基づき、平成２５年１０月１日から平成２６年３月３

１日までの津市水道事業及び津市工業用水道事業の業務の状況を次のとおり公

表する。 

  平成２６年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸  



１ 事業の概要 

 津市水道事業 

平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの業務量につきま

しては、平成２６年３月末現在の給水戸数は１２７，９３２戸、配水量は

２０，０６１，４５６ 、有収水量は１７，１４７，３２２ となりまし

た。 

経営状況としましては、収益では、営業収益３，１３８，２６４，７８ 

１円、営業外収益２３７，２２７，１８９円、特別利益１４，１９０円で 

合計３，３７５，５０６，１６０円となりました。費用では、営業費用３，

２７８，１８９，６４４円、営業外費用１９４，２８９，２１９円、特別 

損失２７，９０４，９１９円で合計３，５００，３８３，７８２円となり、

収支差引におきまして、１２４，８７７，６２２円の純損失となりました。 

 津市工業用水道事業 

平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの業務量につきま

しては、配水量は１９３，４４２ 、有収水量は、１９０，３２０ とな

りました。 

経営状況としましては、収益では、営業収益１１，４１９，２００円、 

営業外収益１１５，６１２円で合計１１，５３４，８１２円となりました。

費用では、営業費用９，２７４，８４２円となり、収支差引におきまして、

２，２５９，９７０円の純利益となりました。 

２ 経理の状況 

 津市水道事業 

   損益計算書（別表１、別表２）及び貸借対照表（別表３）のとおりであ

ります。 

 津市工業用水道事業 

   損益計算書（別表４、別表５）及び貸借対照表（別表６）のとおりであ

ります。 



















津市告示第１６９号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

農業共済条例（平成１８年条例第１８５号）第１４８条の規定に基づき、平成

２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの津市農業共済事業の業務の

状況を次のとおり公表する。 

  平成２６年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 





















津市告示第１７０号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

駐車場事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条例第２１８号）第１６条

の規定に基づき、平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの津市

駐車場事業の業務の状況を次のとおり公表する。 

  平成２６年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 



１ 事業報告書

（１）概 況 

駐車場事業は、お城東駐車場、フェニックス通り駐車場、アスト駐車場

及び平成２５年９月１日からポルタひさい駐車場を運営し、市街地におけ

る自動車の駐車需要に応ずるよう努めています。

平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの利用状況は、次

のとおりです。

ア 利用台数   ３６８，９８９台（前年同期 ３１２，２６４台）

イ 一日平均台数   ２，０３３台（前年同期   １，７１６台）

２ 経理の状況

平成２５年度下半期の経理の状況は、損益計算書（別表１）及び貸借対照

表（別表２）のとおりです。

３ 平成２６年度駐車場事業について

別冊のとおりです。









































津市公告第９１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年６月２５日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年６月２０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市半田字真虫谷２３４５番１ほか１９筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市磯山二丁目１６－２０

株式会社第一開発  代表取締役 小牧 智之 

  鈴鹿市白子町１９８０

株式会社優木ハウジング 代表取締役 樋口 雅洋 

  津市一身田平野３１８－５ 

  株式会社ハートランド 代表取締役 米倉 大策 



津市公告第９２号 

津市育休代替任期付職員採用試験を次のとおり実施します。 

平成２６年６月２６日 

                    津市長 前 葉 泰 幸  
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１ 職種、採用予定人数及び受験資格 

職 種

採用予定人数

※（）内は平成２６年

１０月１日採用予定

受    験    資    格

学 歴 、 免 許 等 生 年 月 日

事務職
１５人程度

（２人）

中学校卒業以上の学歴を有す

る人

 昭和３４年４月２日以降平成

８年４月１日までに出生の人

保育士 
２４人程度

（７人）

保育士登録を受けている人又

は平成２６年９月までに保育士

登録を受ける見込みの人

 昭和３４年４月２日以降出生

の人

保健師 ３人程度

保健師（保健婦、保健士）免

許を有する人

すべての職種に共通する受験資格

 地方公務員法第１６条（欠格条項）の各号の一に該当しない人で通勤可能な人

２ 職務内容 

職  種 職  務  内  容

事 務 職 一般行政事務

保 育 士 児童福祉施設（保育所等）における児童の保育業務等

保 健 師 乳幼児、妊産婦、成人等の保健指導業務等

※ 原則として正規職員と同様の業務に従事します。

３ 受験手続等 

（１）受付期間・受付時間 

平成２６年７月１日（火）から平成２６年７月２３日（水）まで（土・日・祝日を除く。）の午前

８時３０分から午後５時１５分までとします。

（２）提出書類 

ア 津市育休代替任期付職員採用試験申込書（受験票付き）------１通 

※ 申込書及び受験票に同一の写真をはり、受験票は申込書から切り離さないでください。

※ 申込書は、津市ホームページからダウンロードすることもできます。

  （必ず両面印刷にして、提出してください。両面印刷でない場合は受理できません。）

※ 記入例を参考に正しく作成してください。

イ  返信用封筒------２通（持参による申込みの場合は１通） 

※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（縦：２３．５cm、横：１２cm）
※ この返信用封筒により受験票及び第１次試験に係る合否の通知（持参した場合は、第１次試

験に係る合否の通知）を送付しますので、８２円切手をはり付け、あて先に受験者の郵便番号、

住所及び氏名（あて名の敬称は「様」）を記入してください。

（３）提出方法 

ア 郵送による場合 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市育休代替任期付職員採用試験申込書在中」と朱書き
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の上、必ず簡易書留郵便により次の送付先まで送付してください。

平成２６年７月２３日（水）午後５時１５分までに津市総務部総務課文書・公開担当（津市本庁

舎７階）に到着した分のみ受付の手続を行います。

※ 郵送による提出に御協力をお願いします。 

イ 持参による場合 

上記提出書類を次の提出先まで持参してください。

平成２６年７月２３日（水）午後５時１５分までに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行

います。

（４）その他 

ア 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある場合等は、受付は行わず、

書類を返却（郵送による場合は、返信用封筒により返送）し、又は受験を無効とすることがありま

す。これらにより生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いかねますので、受験手続には

十分注意してください。

イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。

ウ 郵送による場合で平成２６年７月２８日（月）までに受験票が届かないときは、津市総務部人事

課（電話番号 ０５９－２２９－３１０６）へお問い合わせください。

エ インターネット、E－ｍａｉｌ等による受付はできません。

オ 申込書等は余裕を持って早い時期に提出してください。

カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。

４ 第１次試験 

（１）試験科目及び試験の内容 

職 種 試験科目 試 験 の 内 容

事務職 教養試験

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理

解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能

についての択一式（マークシート方式）による筆記試験

保育士 専門試験

社会福祉、児童家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育

の心理学、保育原理、保育内容、子どもの保健（精神保

健を含む。）に関する択一式（マークシート方式）による

筆記試験

保健師 専門試験

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行

政論に関する択一式（マークシート方式）による筆記試

験

※ 教養試験の試験問題は、高等学校卒業程度です。 

   ※ 試験問題は、活字印刷文で出題します。 

 【送付先】〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課あて 

 【提出先】津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課（津市本庁舎６階） 
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（２）試験日 

平成２６年８月３日（日）

（３）試験場所 

  津市本庁舎（津市西丸之内２３番１号） 

  ※ 応募状況により他会場でも行う場合があります。 

（４）結果発表 

平成２６年８月１３日（水）（予定）に受験者全員に対し、合否について通知を発送すると

ともに、後日津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

５ 第２次試験 

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。

（１）試験科目 

口述試験（個人面接） 

（２）試験日 

平成２６年８月１９日（火）又は平成２６年８月２０日（水）（予定）

詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。

（３）試験場所 

第１次試験の結果発表の際に通知します。 

６ 最終合格者発表 

平成２６年８月下旬に第２次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、

津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

  なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

７ 合格から採用まで 

（１）最終合格者は、成績順に名簿に記載され、平成２６年１０月１日以降、職員の育児休業の状

況等に応じて採用する予定です（名簿に記載されても必ず採用されるとは限りません。名簿の

記載期間は平成２９年３月３１日までです。）。

 職員の育児休業の状況等に応じて、名簿記載期間中に採用となります。

職員          

任期付職員                         

名簿記載期間

育児休業（２年） 復帰 勤務 

 勤務（２年） 

採用 退職 

《参考》任期付職員の勤務期間例  
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（２）採用に当たっては、原則として名簿に記載されている順に採用の諾否を確認し、応諾後各種

書類の提出などの手続を別途依頼します。 

（３）任期は、職員が育児休業を取得する期間に応じて決定されます（育児休業の期間は、最大で

３年間です。）。

（４）任期が満了した場合でも、名簿記載期間中であれば、再度任期付職員としての勤務をお願い

する場合があります。

（５）現在名簿に記載されている人が本試験に合格した場合、現在名簿に記載されている期間にお

いては、現在の名簿に基づく順位により採用等が行われ、当該期間後、平成２９年３月３１日

までの間においては、本試験の結果に基づく順位により記載されることになります。

（６）受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、合格を取り消し、名簿

から削除します。

（７）日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は、採用されません。

８ 採用後の給与 

（１）初任給の例 

職 種 等 初 任 給

事 務 職 大学院（修士課程）修了   １８５，８００円 

事 務 職

保 育 士

大学卒 １７２，２００円 

短期大学・高等専門学校・専修

学校（専門課程）卒
１５５，７００円 

高等学校卒等 １４４，５００円 

保 健 師 大学、保健師養成所卒 １７２，２００円 

 （注）平成２６年４月１日付けで採用の場合の初任給であり、採用までに給料の改定等があっ

た場合は、当該改定額等によります。

  ※ 職務経験等がある場合は、一定の基準に基づき加算措置があります。

（２）給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、退職手当等が支給されます。

９ 勤務条件等 

（１）勤務時間 

   原則として月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は正

午から午後１時まで）です。ただし、勤務内容や職種によって異なる場合があります。

（２）勤務場所 

本庁、各総合支所、水道局、その他市の機関及び施設で勤務します。
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（３）休日 

   原則として、週休２日制（土曜日・日曜日）で、国民の祝日に関する法律に規定されている

休日及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日まで）があります。ただし、勤

務内容や職種によって異なる場合があります。

（４）休暇 

年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇、結婚休暇等）、病気休暇及び介護休暇があります。

（５）福利厚生 

ア 健康診断

全職員を対象とした定期健康診断のほか、各種の健康診断を実施しています。

イ 健康保険等

三重県市町村職員共済組合に加入し、医療に係る給付等が受けられます。

（６）研修 

実務研修、専門研修など様々な研修を実施しています（一部受講できないものもありま

す。）。

（７）その他 

育児休業及び育児短時間勤務等をすることはできません。

１０ その他 

（１）任期付職員への採用は、正規職員の採用とは無関係です。正規職員になるためには、必ず

そのための採用試験に合格しなくてはなりません。また、任期付職員の任期中及び名簿記載

期間であっても、正規職員の採用試験を受験することは可能です。

（２）この試験の詳細については、津市総務部人事課（津市本庁舎６階）までお問い合わせくださ

い。

電話番号（０５９－２２９－３１０６）
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◎ 日本国籍を有しない人が津市育休代替任期付職員採用試験を受験するに当たって

日本国籍を有しない人の任用等について

「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには、日本国

籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには、必ずしも日本国籍を必要としないという、いわ

ゆる公務員に関する基本原則に基づき、任用されます。

 したがいまして、日本国籍を有しない人については、「公権力の行使」に係る職務にたずさわら

ないことを条件として、任用を行います。

また、日本国籍を有しない人については、職種を問わず、「公の意思の形成への参画」にたずさ

わる職には、将来においても、任用しないことを条件として、採用を行います。

なお、「公権力の行使」に係る職務とは、次のとおりです。

１ 市民等に対して命令、強制等を加え、一方的に市民等の権利を制限したり、自由を規制した

り、権力的に規律したりする内容を含む業務

２ 公共の福祉の維持・増進のため、市民等に対して義務や負担を一方的に課する内容を含む業    

務

３ 市民等に対して強制力をもって執行する業務

４ 施設管理等に関する裁量権のある業務

※ 「公権力の行使」に係る職務の具体例

  建築確認、都市計画決定、生活保護決定、設備の設置命令、税・国民健康保険料の賦課、強

制力のある立入検査、土地収用、税等の滞納処分、施設の使用許可、道路の占用許可等に係る

業務



















































































津市水道局公告第６号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２６年６月２３日 

津市水道事業管理者 佐 治 輝 明  

記 

別紙のとおり 

















 就学等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年６月２４日 

津市教育委員会委員長 石 井 雅 子 

津市教育委員会規則第６号 

   就学等に関する規則の一部を改正する規則 

 就学等に関する規則（平成１８年津市教育委員会規則第１３号）の一部を次 

のように改正する。 

別表学区一覧表１小学校の表豊が丘小学校学区の項中「高野尾町の一部」の 

次に「、豊が丘一丁目、豊が丘二丁目、豊が丘三丁目、豊が丘四丁目、豊が丘

五丁目」を加える。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年６月３０日から施行する。 



津市教育委員会告示第１１号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２６年６月２３日

  津市教育委員会

                        委員長 石 井 雅 子

１ 招集の日時 平成２６年６月２４日（火） 午後３時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１）就学等に関する規則の一部の改正について

（２）津市社会教育委員の委嘱について

（３）津市図書館協議会委員の委嘱について


